
行
政
不
服
審
査
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

今
回
導
入
さ
れ
る
第
三
者
機
関
及
び
審
理
員
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
権
利
救
済
の
実
効
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
適
切

な
人
材
の
選
任
に
配
意
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
各
団
体
の
実
情
を
踏
ま
え
、
申
立
て
の
分
野
に
応
じ
た
高
い
専
門

性
を
有
す
る
人
材
の
選
任
に
配
意
す
る
こ
と
。 

 

二 

今
回
の
制
度
改
正
の
周
知
の
過
程
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
た
処
分
に
つ
い
て
審
査
請
求
す
べ
き
行
政
庁
を
住
民
に
十
分
説
明
す

る
こ
と
。 

 

三 

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
再
調
査
の
請
求
」
が
、
処
分
庁
が
簡
易
に
処
分
を
見
直
す
事
後
救
済
手
続
で
あ
る
こ
と
を
国

民
に
十
分
説
明
す
る
こ
と
。 

 

四 

審
理
手
続
に
お
け
る
審
理
関
係
人
又
は
参
考
人
の
陳
述
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
文
書
の
閲
覧
・
謄
写
に
つ
い
て
、
審
理
の
簡
易
迅
速
性
の
要

請
も
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
行
う
こ
と
。 
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
行
政
不
服
審
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
公
正
で
利
用
し
や
す
い
簡
易
迅
速
な
手
続
に
よ
り
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図

り
、
あ
わ
せ
て
行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
、
国
民
の
行
政
へ
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

客
観
的
か
つ
公
正
な
審
理
手
続
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
制
度
本
来
の
目
的
が
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
、
制

度
改
正
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
と
も
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
今
般
の
制
度
改
革
に
伴
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
す
べ
き
行
政
庁
等
、
新
た

な
行
政
不
服
審
査
制
度
を
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
情
報
を
、
懇
切
・
丁
寧
な
広
報
活
動
に
よ
り
国
民
・
住
民
に

周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
な
お
、
再
調
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
処
分
庁
が
簡
易
な
手
続
で
事
実
関
係
の
再
調
査
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
処
分
手
続
の
見
直
し
を
行
う
事
後
救
済
手
続
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
説
明
す
る
こ
と
。 

 

三
、
有
識
者
か
ら
成
る
第
三
者
機
関
及
び
審
理
員
制
度
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
権
利
利
益
の
救
済
に
つ
い
て
実
効
性
を
担
保

で
き
る
よ
う
、
適
切
な
人
材
を
選
任
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
各
国
体
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
申

立
て
の
分
野
に
応
じ
た
高
い
専
門
性
を
有
す
る
人
材
が
確
保
で
き
る
よ
う
格
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

四
、
証
拠
書
類
の
閲
覧
・
謄
写
に
つ
い
て
は
、
審
理
手
続
に
お
け
る
審
査
請
求
人
の
権
利
の
拡
充
や
透
明
性
の
向
上
を
踏
ま
え
、

適
切
な
主
張
・
立
証
が
で
き
る
よ
う
、
審
理
関
係
人
又
は
参
考
人
の
陳
述
内
容
が
記
載
さ
れ
た
文
書
の
閲
覧
、
謄
写
等
に
つ

い
て
、
今
後
と
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


